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募集施設名  市民プール 

質問事項 回答事項 

現在募集している複数の施設に同

時に応募することは可能か。 

・複数の施設に同時に応募することは

可能です。 

複数の施設への同時応募が可能な

場合、もし複数の優先交渉権者となっ

たら、契約をする施設を選択すること

は可能か（一部の施設の辞退は可能で

あるか）。 

・優先交渉権者を辞退することは可能

です。 

その場合は，辞退届（任意様式）を

提出してください。 

 

優先交渉権者となった場合、施設の

看板等の標示変更を行うこととなる

が、当該施設のどの看板が対象となる

のか教えて欲しい。 

・対象の看板は別添の写真のとおりで

すので，掲出場所や掲出方法を検討す

る際の参考としてください。 

なお，看板等の設置および変更等に

つきましては，函館市屋外広告条例な

ど関係法令等を遵守してください。 

表示変更に伴う工事費用の概算金

額は、市で把握しているのか。 

・表示変更等に伴う工事費用につい

て，市では把握していません。 

表示変更に伴う工事にかかる業者

の選定は、優先交渉権者に一任される

のか。 

・表示変更にともなう工事施工業者に

ついては，優先交渉権者において手配

してください。 

契約に至った場合の契約期間中の

契約料の支払いについては、年度単位

もしくは一括のどちらとなるのか。 

また、選択は可能となるのか。 

 

・契約料の支払いについては，一会計

年度単位で各年度の４月末日にお支

払いしていただきます。 

また，契約期間開始日が年度途中の

場合，初年度分の支払い期日について

は，契約月の末日となります。 

なお，契約額が高額である等の理由

で，４月末日に該当年度分の一括納付

が困難な場合は，協議のうえ，支払回

数を増やすことも可能ですが，後払い

とならないように設定いたします。 

 


